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英
[i
l
L
i於
け
る
戦
時
の
勞
慟
不
安

站
十
號

一
〇
四

扱
を
爲
さ
ん
と
す
る
や
、
將
た
又
半
ば
癒
疾
潘
ビ
篇
れ 

る
英
卒
^
對
し
で
は
如
何
な
る
職
業
を
與
べ
て
其
生
活 

を
全
ふ
せ
し
む
可
き
や
、
共
に
重
要
な
る
問
題
に
し
て 

之
を
處
理
す
る
爲
め
、
諸
地
方
に
地
方
擧
務
局
を
設
け 

俯
潘
併
に
勞
働
者
を
委
員
の
多
數
に
充
て
、
職
爭
の
爲 

め
に
或
は
軍
欝
品
製
造
の
爲
め
、

一
旦
職
業
を
棄
て
> 

戰
後
之
に
復
せ
.ん
ど
す
る
卷
に
職
業
を
授
く
る
の
計
を 

謂
せ
し
め
ん
S
す
る
の
說
あ
る
所
以
な6
。

(

ニ)

戰
爭V」

共
に
終
る
可
き
特
殊
の
約
定
。
政
府
は 

戰
時
職
工
組
合
V
J
a々

の
約
定
を
爲
し
、
或
は
生
産
に 

關
す
る
職
工
組
合
の
制
限
的
條S
、
.
仕
事
に
於
け
る
差 

別
の
緩
和
を
求
め
而
し
て
戦.爭
終
烛
の
後
'に
は
總
て
是 

等
の
讓
步
は
消
滅
し
て
、
戰
前
の
狀
態
に
復
歸
す
る
.の 

條
件
を
付
し
た
6

。
.故
に
將
來
發
生
す
可
き
事
件
に
關 

し
て
は
、
何
等
疑
を
挾
む
可
き
も
の
な
き
が
如
乙
ビ
雖 

も
、
戰
時
多
數
のH

場
ば
新
型
'の
機
械
道
具
を
應
.用
し 

事
情
の
戰
前
ビ
異
な.る
も
の
を
生
じ
、
賃
龈
其
他
勞
働. 

條
伸
R
i]
し
て
條
件
を
改
め.ざ
る
可
か
ら
ざ
る
に
至
れ

り
。
平
和
恢
復
の
曉
に
は
一
昉
小
ノ
な
ぐ
と
も
^
際
間
に 

久
な
る
r
Il
sr
f̂
:
じ
、
產
1 :
■，の

繁

昌

を

吿

ぐ

る

が

如

し
 

ど
雖
も
、
同
時
^
國
際
間
の
競
带
は
熾
烈
ど
爲
る
可
し 

吾
人
に
し
て
新
設
備
を
利
用
せ
ん
か
必
ず
し
も
將
來
を 

悲
観
す
る
を
要
せ
す
、
傭
者
幷
に
勞
働
*
が
舊
時
の
約 

定
を
；典
考
し
、
双
方
に
適
す
る
條
件
の
下
に
、
生
産
の 

墙
加
を
期
し
て
、
需
要
の
塯
加
に
當
る
を
以
て
急
務
と 

す
可
し
0

(

三
¥

和
成
立
に
對
す
る
準
備
。
平
和
成
立
の
際
に 

は
商
工
業
に
變
動
の
起
る
乙
と
當
.然
な
る
を
以
て
、
內 

國
に
於
て
斯
業
に
®

©
の
豐
富
な
る
人
士
を
し
て
市
場 

原
料
品
の
供
給
.、
'金
融
上
の
狀
況
等
を
資
料

V」

し
て
、 

內
外
資
易
に
關
す
る
舰
測
を
試
み
し
め
、
之
を
勞
働
潘 

の
^'
表
考U

示
す
と
典
に
、
資
本
家
勞
働
洛
を
し
て
將 

來
に
.處
す
る
の
遨
を
攻
究
せ
し
む
可
し
。

1

麗

1

1
1没

M

1

I

佛
國
人
口
の
將
來(

下)

阿

部

秀

助

怫
圃
人
口
の
將
來
に
關
し
て
、
殊
に
直
接
の
利
害
關

\ 

係
を
有
す
る
も
の
は
同
國
の
陸
海
軍
に
し
て
、
現

に

其

| 

要
求
數
を
辦
ら
す
Y」 V

J

能
は
ざ
る
困
雛
ば
年
タ
大
な
一 

り
、
其
結
粜
ヽ
肉
®

上
、
精
神
上
不
合
格
者
ビ
し
て
除 

隊
せ
ら
.れ
し
も
の
が
再
び
軍
籍
に
覦
入
せ
ら
れ
し
も
の

\

 

あ
り
、
即
ち
千
九
西
九
年
春
の
調
沓
に<ょ
れ
ば
健
全
なI 

る
體
格
を
有
す
石
も
の
は
只
だ
僅
か
に
五
十
ニ
與
一
千
一 

人
に
.し
て
法
律
上
の
慕
集
規
定
た
る
五
十
七
萬
人
に
及 

ば
'ざ
る
こ
と
四
萵
九
千
人
に
達f

、
而
し
て
同
國
は 

以
上
锥
事
上
の
缺
陷
を
充
た
さ
ん
が
爲
め̂
:史
.に

「

セ 

ネ
ガ
.
ル」

及

「

ス
ー
ダ
ン」

方
而
ょ
り
土
着
の
土
人
を 

以
て
一
種
の
殖
民®
を
編
成
せ
し
む
る
切
已
む
を
得
ざ
，

.

.第
十
-1

卷」
.

(

1
三
班
2 £
1

雜
：

「

，

錄
：.

佛
國
人
H

0 :
將
：來

る
に
至
れ
'

、̂
斯

く
'0
如
，ぐ
«-
國
の
大
忠
た
る
人
ロ»
 

少
の
理
由
に
就
き
て
は
世
人
の
傅
ふ
る
も
の
一
に
し
て 

足
ら
す
、
.或
者
は
之
れ
を
以
て
餘
ぅ
に
租
稅
殊
に
間
接 

桃
の
負
擔
が
過
大
な
る
に
歸
す
る
も
の
あ
る
も
、
然
か 

も「

ル
ヰ
、
フ
ル
リ
ッ
プ

」

及「

ナ
ポ
レ
オ
ン

」
三
世
の
時
代 

に
あ
ぅ
て
其
视
率
た
る
や
遥
か
に
今
日
の
及
ぶ
處
に
あ 

.
ら
ず
、
殊
に
食
•鹽
の
如
き
は
三
倍
砂
糖
は
ニ
倍
の
高
率 

を
有
せ
し
も
、
之
れ
が
出
產
數
は
今
日
の
七
十
五
萬
に 

對
し
て
百
离
に
達
せ
し
も
の
な6

と
す
、
又
、
現
時
に 

あ
^
，て
も「

ブ
リ
タ
ニ
ー
し
方
面
に
於
け
る
間
接
稅
の
如 

き
は
自
餘
の
佛
蘭
西
各
部
に
比
し
て
礙
る

V
J

も
劣
る
も 

の
な
き
に
不
拘
、
此
方
面
の
出
産
率
は
此
較
的
大
な
る 

を
以
て
し
て
も
、
斯
く
の
如
き
假
定
說
.の
成
立
せ
ざ
る 

こ
，と
を
知
る
を
得
可
し
、M
に
.第
.

】
一

の
論
點
は
出
産
率 

&

少
の
麻
因
を
.以
て
同
|1
:
^
_於
げ
る
酒
賴
中
«
に
歸
す 

る
も
の
あ
る
ち
之
れ
亦
た.誤
れ
る
議
論
れ
るこ

マ

」

は
、 

現
に
同
國
に
於
け
る「

フ
，
一
ス
テ
ル」

.其
他
二
三
の
州 

に
あ
&

て
は
ま
_

の
消
«

_

»
だ
大
な
る
に
不
拘
、
之

.

.. 

第
十
號
.
.
一〇五



紙

十
一
卷(

I

三
玉
六)

雜

錄

佛

國
人
口
の
.將
來

れ
が
出
產
$
は
常
に
死
亡
率
に
超
過
す
る
を
常
と
せ
り 

然
ら
ば
眞
の
旅
M

は
果
し
て
何
處
に
存
す
る
や
に
就
き 

て
考
察
す
る
に
之
れ
が
原
因
^
な
る
も
の
は
以
上
述
べ 

た
る 
一
一#

の
现
tt
l
や
、
.生
活
上
の
不
如
意
或
は
生
嫩
不 

能
の
勿
き
生
®

的
缺
陷
に
あ
ら
ず
し
て
、
之
れ
が
根
本 

の
原
因
は
實
に
內
的
旅
因
即
ち

「

出
產」

其
者
を
欲
せ
ざI 

る
國
民
の
意
志
に
存
す
、
此
點
に
就
き
て
佛
國
文
、壇

のア
 

名
士「

ゾ
ラ」

は
其
作「

み
の
6
 J

の
中
に
詳
細
に
以
上
の 

M
.因
を
指
摘
す
る
と
共
に
、
尙
ほ
言
を
な
し
て
日
く
、 

歷
史
の
最
も
恐
怖
時
代
を
以
て
す
る
も
將
た
暴
逆
^
る 

征
服
*

の
虐
殺
?:
以
て
す
る
む
。
未
だ
佛
國
に
於
け
る 

避
赃
其
«
裎
恐
る

可
ぐ
忌
む
可
き
行
爲
は
あ
ら
ざ
る
な 

p

i

觅
に
彼
れ
の
箅
出
す
る
處
に
ょ
れ
ば
巴
盟
の
公 

私
の
病
院
に
於
て
生
殖
機
關
を
截
除
せ
し
婦
人
の
數
は 

十
五
年
來
、
三
®

乃
.至
四
蔣
に
達
せ
り
と
、
而
し
て
最 

近
の
調
査
に
ょ
れ
ば
、
以
上
の
數
は
ー
史
に
甚
し
き
を
加 

へ
、
好
ん
で
姙
婦
の
資
格
を
失
し
婦
人
は
約
五
十
萬
に 

逄
す
ビ
斯
く
で
避
姙
の
傾
向&
.
Iに
同
國
の
上
流
社
會.

.

第
十
®
 

i

〇
六

の
み
な
ら
ず
、
&
玫

及

勞

働

对

の

階

級

に

、
栗

る

迄

哿

ね
 

く
全
國
に
其
傾
向
の
蔓
延
す
る
を
認
む
る
に
至
れ
り
、 

殊
に
勞
働
考
間
に
見
る
最
近
の
傾
向
は
之
れ
が
離
®
數 

の
多
き
こ
ビ
に
し
て
、
其
數
は
千
九
西
年
に
七
千
西
五 

十

一

件
に
止
ま
&
し
も
の
が
千
九
百
十
年
'^
は

；風

に

僧
 

*i
し

て

一

萬

三

千

四

十

九

件

と

な

れ

斯

く

の

如

く 

離
婚
數
の
大
な
る
现
1±
|
は
之
れ
に
關
し
て
锻
用
を
®
す 

る
こ
と
な
く
、
即
ち
'一
般
人
民
が
平
均
ニ
千
五
百
法
を 

必
婴
と
す
る
に
對
し
‘て
、
彼
等
の
要
す
る
處
は
僅
か
に 

十
五
法
乃
至
二
十
法
に
過
ぎ
す
ヽ
斯
く
の
如
き
狀
態
は 

.勢
ひ
勞
働
潘
を
し
て
夫
婦
別
れ
を
な
す
こ
と
何
ほ
自
己 

か
工
場
ょ

0̂
出
づ
る
際
の
如
く
容
2
|
に

感
#'
し

む

る

に
 

¥
一
ぅ
ヽ
獨
身
的
生
涯
に
入
る
も
の
多
き
と
共
に
典
間
忌 

む
可
き
病
に
犯
3
る
、
も
の
少
.か
ら
ず
、
實
に
佛
國
に 

於
け
る
人
ロ
減
少
の
問
題
は
以
上
述
ぶ
る
が
如
く
遨
德 

偷
理
的
性
質
を
有
す
る
も
.の
な
ぅ
ど
す
、
之
れ
を
^
す 

る
に
、
'
H
十
年
間
本
間
題
R
沒
®
せ
し
#

の
有
名
な
る

經

濟

學

翁

n
ノレ

ボ

が

い

へ
る

か'

如

I
I

!!

I
|

1

I

佛
國
現
時
の
傾
向
に
し
て
蔻f變
化
せ
ざ
ら
ん
か
、
其 

間
如
何
に
徼
學
の
進
步
を
以
て
す
る
も
、
爾
後
ニ
十
年 

の
間
に
於
て
、
修
國
は
年
令
少
く
と
も
十
萬
の
生
命
を 

失
ふ
に
茧6
、
斯
く
て
一

I

十
世
紀
の
終
末
に
於
け
る
同 

國
の
人
ロ
は
三
千
九
西
萵
の
代
り
に
僅
か
に
三
千
莴
を 

以
て
箅
す
る
に
遼
る
可
し
ビ
な
し
、
M
に
出
産
率
減
少 

の
理
*
ば
之
れ
を
見
出
す
は
必
す
し
も
_

_

に
あ
ら
す 

ぐ
し
な
し
、
之
れ
が
衆
知
の
事
實
ミ
し
て
佛
國
の
配
偶
潘 

間
に
.子
を
生
む
を
欲
せ
ざ
る
傾
向
の
存
す
る
こ
と
を
指

j 

摘
し
斯
く
の
如
き
傾
向
の
發
生
せ
し
理
由
を
主

VJ

し
てj 

-

佛
國
が
餘
り
に
民
主
化
せ.し
こ
と
、一

方
に
は
宗
敎
的 

信
#

が
著
し
ぐ
，
破
壤
せ
&

る

、
に

：

至
b
し
y 

V €
 

'
V
I
以
て 

せ
-
^ヽ
页
に
此
方
面
の
硏
究
に
思
を
潜
み
し
士
に
巴
里

j 

の
統
訐
學*「

ジ
ャ
ッ
ク
、
ベ
ル
ザ
口
ン
し
め
り
、
彼
れ
は 

其
著「

佛
國
人
口
減
少
論

」

に
於
て
之
れ
が
原
因
ビ
し 

て
世
人
が
屢
々
ロ
に
す
る#
國
玛
の
肉
體
的
能
カ
が
褎.
 

鹿
の
徵
候
あ
办
と
の
倉
を
有
名
炙
る
生
理
學
潘
の
證
明 

に
ょ
りV.

打
破
し「

,
丨

ロ K
、： '

ポ
ル
ユ
ー
し.の
說
g
同

第
十一

卷

C
1

三
:/
/.
七)

雜

錄

佛

^
人
门
の
將
來

じ
く
過
去
に
於
け
る
避
她
的
傾
向
の
熾
ん
な
る
を
論
じ 

て
第

1
1
1共
和
國
の

.精
神
的
揩
導
潘
た

6

し
人
々
は
十
中 

八
九
子
孫
を
殘
さ
ず

’

彼
の

.「

チ
ェ
ー
少」

の
如
き「

ガ 

ム
ベ
ジ
タ」

の
免
き
何
れ
も
之
れ
を

.證
明
す
る
も
の
な
る 

>」

ビ
を
以
て
せ
り
、

M

に
彼
れ
は
避
姙
の
极
本
動
機
を 

以
て

®

端
な
る
節
儉
的
貯
者
熱
の
熾
ん
な
る
に
歸
し
、
 

且
つ
之
れ
に
加
へ
.て
結
婚
其
者
が
甚
だ
し
く
煩
雜
な
形 

式
に
よ
る
よ
ぅ
、
自
然
之
れ
を
囘
避
せ
ん
ヾ」

す
る
風
潮 

の
存
す
る
乙

ヾ

」

を
揩
摘
せ
り

’

彼
れ

I

佛
國
人

P

の
減 

少
が
同
國
の
吳
備
に
及
ぼ
す
影
響
に
就
き
て
多
ぐ
を
费 

さ 

<

る
も
、
他
面
問
題
の
及
ぼ
す
處
は
佛
國
の
富
の 

減
少V

J

な
り
、
商
業
及
農
業
の
：停
滯
と
な
り
、
企
業
心 

の
消
耗V」

な
b

勞
カ

Iの
缺
乏
と
な
り
、
其
結
果
、
同
國 

が
有
す
る
殖
民
地
の
如
き
は
其
經
營
不
可
能
の
狀
態
に 

陷
る
に
至
る
可

&
 

t
ァf
u
云

を

ベ

-
^
。

次
ぎ
に
之
れ
が
弊
を
救
濟
す
る
方
法
に
就
き
て
は
從 

來
統
計
學
者
、
.經
濟
學
者
、
代
議
士
、
新
聞
記
*
等
に 

よ
り
て
硏
览
せ
ら
れ
し
も
の
多
く
、
既
に
世
に
公
に
せ

第
十
號
：

1
0
七



站

十

ー

猞

(

一
三
五
八

)

雜

錄佛國人口の將來
 

ら

れ

し

も

の

、
中

に

は

®

人
?:
し

て

抱

腹

絕

倒

せ

し

む
 

る
妙
案
少
か
ら
ず
、
又
，
、
同
國
政
府
其
*
に
あ
も
て
も 

「

ソ
<

フ
ッ
ク
、
ル
ー
ソ
ー

」

の
如
&
は
千
九
百
一
ー
年
を
以 

.
て
人
ロ
間
題
に
關
ず
る
委
員
會
を
組.織
せ
じ
も
、
其
經 

费
の
都
合
.に
'て1

時

中
.1
]
:す
る
、に
.至
れ
り
、
其
後
千
九 

百
七
年
に
至
ぅ
出
產
數
ょ
り
も
死
亡
數
多
に
驚
き
し

I 

當
時
の
佛
國
政
府
は
觅
に
本
委
員
會
を
復
活
せ
し
も
何 

等
具
體
的
の
解
決
案
に
接
せ
す
、.而
し
て
！面
、「

ル
ー 

口
ア
、ボ
リ
ユ
ー

」

の
*|
き
は
此
解
決
策
.ビ
11
]

家

と

を

連\ 

.結
し
.て
、
將
來
佛
國
政
府
は
勿
論
、
地
方
自
治
體
の
官 

公
斑
に
至
る
迄
、
少̂

u

も
三
人
以
上
の
子
供
を
有
す
一 

.
ゐ
も
の
を
以
て
.任
命
す
る
こ
^
.
、
即
ち
公
職
を
以
て
此
一 

|
1題
の
‘»
決
5:
な
す
こ
と
は
人
ロ
間
趟
に
對
し
最
も
好 

個

の

影

響

を

與

ふ

可

し

と

云

ふ

に

あ

次

ぎ

に

彼

れ.
 

が
第
一
一'の
策
と
し
て
論
せ
し
處
.は
兒
童
の
出
産
數
に
對
一 

し
て
獎
励
金
を
附
與
す
可
し

V
J

云
ふ
に
あ
り
、
即
ち
彼 

の
論
ず
る
處
に
ょ
れ
ば
#
國の
®
«

は
商
船
や
麻
栽
培 

や
"

獄

糸

や

坶

匹

の

保

謎

獎

_

の

爲

め

に

少

か

ら

ざ

る
 

資
金
を
投
焓
る
に
對
し
て
、
獨
b

之
れ
が
人
口

增
加
に 

對
す
る
獎
1»
資
金
を
除
外
す
る
こV」

な
か
る
可
し
、
斯

站
十
號
.

一

〇
_八

く
て
彼
れ
は
®
三
子
以
上
の
出
生
に
對
し
て
は
谷
免
出 

生
每
に
其
家
辑
の
貧
富
を
論
勢
ず
、
一

1

年

間

に

'
五

百

法 

を
支
給
し
；、
年
に
出4 :
«
を
|ー一
 

十
萬
乃
至
一一一

十
五
萬VJ 

見
職
り
て
一
億
五
千
萬
乃
至
ニ
#
七
千
五
百
萬
法
を
豫 

箅
上
に
計
上
す
可
き>」

V
J

を
以
て
せ
b

、
以
上
の
訃
喪 

に
對
し
て「

ベ
が
チ
ロ
ン」

の
如
き
は
出
生
者
を
多
數
有 

す
る
家
庭
を
し
て
祖
稅0

如
き
國
家
的
義
務
を
輕
減
せ 

し
め
年
*
し
く
し
て
父
た
る
地
位
に
あ
る
も
の
は
之
れ 

が
典
役
の
年
間
を
短
縮
し
、
兒
荒
多
&
寒
婦
は
國
家
之 

れ
が
生
訐
を
補
助
し
新「

マ
ル
ナ
ス」

主
義
を
信
奉
す
る 

家
庭
は|

朝
其
相
續
者
に
別
繼
ぐ
場
合
に
於
て
高
率
の 

相
續
稅
を
課
す
可
す
こVJ

を
以
て
せ
ぅ
、
又
た
獨
逸
の 

有
名
な
る
歷
史
家
に-

し
て
今
は
故
人
た
る「

ヵ
ー
ル
、
ラ 

ン
ブ
レ
ヒ
ト

」

の
如
き
は
之
れ
が
救
濟
策
の
重
要
な
る
要 

素

V
J

し
て
國
民
の
自
己
修
養
殊
に
宗
敎
的
信
念
の
復
活 

を

以

て

せ

-

^

之

れ

を

要

す

る

に

將

來

に

於

け

る

佛

國 

人
口
の
增
加
は
興
根
本
的
動
機
を
國J S

の
精
神
的
改
造 

に
俟
た
ざ
る
可
か
ら
ず
。
然
か
も
戰
後
の
物
®
騰
貴
即 

ち
生
活
難
i

多
產
主
義
€

が

染

し

て

調

.和

し

得

可

き

や 

M
戰
後
の
怫
國
にV

J

り
て
最
も
興
味
あ
る
間®

7̂

る
を 

失
は
ざ
る
な
b

- o

北
米
合
衆
國
の
通
貨
制
度

宅

@!

.

毁

顼

'

>
合
衆
國
の
碰
货
の
秫
鉍
及
流
‘姐
岛 

ニ
、
合
衆
國
の
貨
幣(

砚
貨)

'

H

、
合
衆

_

の
政
府
紙
幣

(

以
上
本
號

)

四
、
鈒
行
券

五
、
聯
邦
準
備
紙
幣

ハ
>

合
衆
m
通
货.

制
度
の

將

來

米
國
の
貨
幣
制
度
及
紙
幣
發
行
制
度
は
.ヽ
其
の
®
雜 

に
し
て
且
«
類
の
多
機
な
る
他
國
に
多
く
例
を
見
ざ
る 

所
に
し
て
、
殊

に一

九
ー
四
年
以
來
實
施
せ
る
新
鈒
行 

法

に

依

M
s
一
種
.

の
紙
幣
を
加
へ
.益
々
祓
雜
を
增 

し
た
る
が
如
し
。3
れ
ば
合
衆
國
通
貨
制
度
の
全
般
に 

涉
6

て
之
を
群
說
す
る
が
如
き
は
固
ょ
り
容
易
の
業
に 

非
ざ
る
ベ
く
、
妓
に
ば
其
现
在
流
逋
せ
る
十
秫
の
通
貨

を
*

? #V」

し
て
其
大
耍
を
紹
介
す
る
に

.止

.め
ん
と
す
。

I
、

5

翁
の
種
雛
及
流
通
高
：
 

今
日

.北

米

合

衆

國

に

流

通

せ

る

通

.«
の

糖

類

は

金

货
 

金
證
券
、
本
位
銀
貨

.、
銀
證
券
、
補
助
龈
貨
ヽ
一
八
九 

〇
年
大
藏
省
紙
幣
、
合
衆
國
紙
幣
、
聯
邦
準
備
紙
幣
、
 

準
備
銀
行
券

'及
國
立
龈
行
凝
の
十

®

に
し
て
、
同
國
大 

藏
潘
月
報
に
侬
れ
ば
本
年
八
月|

H

に
於
け
る
此
等

#
 

純
通
貨
の
流
通
高
は
左
の
如
し

。

.

種

nn’

金 

货 

金

證

券
 

本

位

鈒

貨 

銀

歌

券

.

補

助

銀

货 

太
跋
翁
紙
幣 

合
衆
國
紙
幣 

職
邦
準
侦
紙
粮

' 

'準
備
銀
行
券 

回
立
鈒
行
麥 

合

.
-

nf

出
ハ
他
妇
鋼
货
及
銅
货

G
o
l
d

 C
o
i
n

c
o
l
d 

certific?vte 

一
 

S
t
a
n
d
a
r
d

 silver 

Dollars 

c/ilver. 

cn>
-
r
t
i
fj
)
c
p
t
e

 

•
 

sabsidiarvv silver 

.
 

T
r
e
a
s
u
r
y 

notes 

0
叫 

Joo
o
o 

united, states, notes 

■
Federal. R

e
s
e
r
v
e

 .notes 

R
e
s
e
r
v
e

cr
p0
!̂notes 

National, .bank.

tt
o
cv
e
s四

、

 ̂
M

.
、-M

七
四
八
、1

p i
!
T八 

、
七
三
六
、
九
六
六 

七I

、
八一

〇 

四
三
七
、
四
八
八 

1

九
四
、
九
七
a ?
,

1

、
九
五
九 

三
三
六
、
一
三
四 

五
八
ー
、
一
六
六 

1
ニ
、
六
ニ
九 

六
九
四
"
八
〇
五
. 

A
五
一
一
、
〇

八

四
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號
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